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日本アジア証券株式会社に対する行政処分について 

 

１ 日本アジア証券株式会社に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことか

ら、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。 

（平成１８年１０月２０日付） 

 

○ 取引一任勘定取引の契約を締結する行為 

 

当社エクイティ営業部歩合外務員は、その業務に関し、平成１５年１２月２５日、

同１６年４月２７日及び同１６年４月２８日に、複数の顧客との間で、株式の売買の

受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数又は価格

の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成１５

年１２月２６日から同１８年３月１７日までの間、取引を執行した。 

 

当社及び当社の使用人が行った、上記の契約の締結行為は、証券取引法第４２条第

１項第５号に規定する「有価証券の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意

を得ないで、売買の別、銘柄、数又は価格について定めることができることを内容と

する契約を締結する行為」に該当すると認められる。 

 

２ 以上のことから、本日、日本アジア証券株式会社に対し、証券取引法第５６条第１項の

規定に基づき、以下の行政処分を行った。 

 

○ 業務改善命令 

以下の措置をとり、その状況を１ヶ月後までに書面で報告すること。 

(1) 法令等遵守に係る経営姿勢を明確にすること。 

(2) 今般の法令違反行為の責任の所在を明確化すること。 

(3) 内部管理体制の見直しを図り、法令違反の根絶に向けた再発防止策(具体的達成方法、

達成時期及び社内規程等の整備や全職員に対する法令遵守の徹底を図るための措置を含

む。)を講じること。 

(4) 社内検査体制の充実・強化のための方策を講じること。 
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